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開

催

日

申込方法は裏面へ！

愛媛県内の企業およ び個人事業主の皆さ ま

主催
事務局

ビジネスマーケティ ング部

愛 媛 県 内 金 融 機 関 　 共 同 主 催 ！

政府が打ち 出し た 2 0 2 6 年度末の手形・ 小切手の全面電子化に よ り 、 紙の手形・ 小切手を 利用で き る 期間は残り 2

年を 切り ま し た 。 当セ ミ ナ ーで は、 手形・ 小切手の全面電子化に 向け た ス ケ ジ ュ ールや、 手形・ 小切手に 代わる サー

ビ ス に つ い て 詳し く ご 説明い た し ま す 。

月
曜
日

宇和島会場

火
曜
日

松山会場

水
曜
日

新居浜会場

３ 会場（ 現地＋Zo o m によ る オン ラ イ ン ） で開催いたし ます。

※現地参加の方は、 当日直接会場へお越し く ださ い（ 開始 2 0 分前に開場し ます）。 会場に駐車場はございませんので、 公共交通機関のご利用をお勧めいたし ます。

※オン ラ イ ン参加の方は、 申込フ ォ ームにご入力いただいたメ ールアド レ スに Zo om 情報を お送り いたし ます。

松山市南持田町 2 7 -1 定員 : 会場 1 0 0 名、オンラ イ ン定員 : なし

新居浜市一宮町二丁目4 -8 定員 : 会場1 0 0 名、オンラ イ ン定員 : なし

宇和島市丸之内 1 -3 -2 4 定員 : 会場 7 0 名、オンラ イ ン定員 : なし宇和島会場

松山会場

新居浜会場

年

手形小切手の

全面電子化セミ ナー

手形小切手の

全面電子化セミ ナー



※定員になり 次第、 締め切ら せていただき ます。

※お申し 込み情報は事務局（ 伊予銀行） から お取引金融機関に連携さ せていただき ます。

申込方法
にてお申し 込みく ださ い。

二次元コ ード から お申し 込みの方はこ ちら

まで FA X し てく ださ い。089-946-9102（ 伊予銀行ビジネス

マーケティ ング部）
下記内容を記載のう え、

FA X でお申し 込みの方はこ ちら

どちら かに○を つけてく ださ い。

現地参加 オンラ イ ン参加／

ご参加さ れる 方の情報を ご記載く ださ い。

※2

※2

※1

＠※2

（ ○をつけてく ださ い）

※3

お名前： （ 参加人数： 　 　 名）

伊予銀行　 　 愛媛銀行　 　 愛媛信用金庫　 　 宇和島信用金庫

東予信用金庫　 　 川之江信用金庫

※１ 　 個人事業主の方の場合、 記載不要です。  ※２ 　 参加者が 2 名以上の場合、 代表の方の情報を ご記載く ださ い。

※３ 　 ご記載いただいた情報は、 伊予銀行から 取引金融機関へ連携さ せていただき ます。

参加希望の会場に✓を 入れてく ださ い。

宇和島会場

申込締切 7 月 2 2 日（ 火）

松山会場

申込締切 7 月 2 9 日（ 火）

新居浜会場

申込締切 7 月 3 0 日（ 水）



電子化に向けた対応が遅れると 、

事業活動に支障が生じ る恐れがあり ます。

手形・ 小切手
全面電子化

手形・ 小切手
全面電子化

      
政府は 2026 年度末までの約束手形の利用廃止・ 小切手の全面的な電子化の方針を示し ています。 

取引先と 決済できない

政府方針を 受け、 紙の手形・ 小切手

を やめる 企業数が年々急増し て お

り 、 各事業者においても 「 紙によ る

取引方法の見直し 」 を 迫ら れる こ と

になり ます。

手形の代金取立を

依頼できない

一部の金融機関では、 2 0 2 7 年 4 月

以降を 期日と する 手形・ 小切手の事

前受入を終了し ています。

※伊予銀行、 愛媛銀行： 終了

※愛媛信用金庫、 宇和島信用金庫、

　 川之江信用金庫： 2 0 2 5 年 9 月末

　 終了予定

手形・ 小切手帳を

入手できない

一部の金融機関では、 手形・ 小切手

帳の新規発行を終了し ます。

※伊予銀行、 愛媛銀行、 愛媛信用

　 金庫、 宇和島信用金庫、 川之江

　 信用金庫： 2 0 2 6 年 3 月末終了

　 予定

年度末までに2026
至 急



（ 2 0 2 5 年 6 月 2 5 日現在）

でんさ いの

発生記録請求件数は

直近 5 年で

約 2 .5 倍利用増！

電子的決済サービスのメ リ ッ ト

コ スト 削減
取引先への郵送料がかかり ません。

手形の電子化を 図る と 、 印紙代の削減にな

り ます。

事務負担軽減
手形・ 小切手の振出作業や郵送作業な ど、

支払いに関する面倒な事務負担が軽減さ れ

ます。

リ スク 削減
現物がないため、 紛失や盗難の心配がなく 、

災害にも 強いです。

コ スト 削減
領収書が不要になり 、 印紙代の削減になり

ます。

資金繰り の円滑化
支払期日に自動入金さ れます。

また、 電子記録債権は必要な分だけ分割し

て利用可能です。

場所を 選ばず利用可能
非対面・ 非接触での決済取引が可能で、 取引先・ 金融機関・ 郵便局等に行く 必要があり ません。

コ スト メ リ ッ ト や会計システム、 支払い手続き の変更などを 確認し

電子的決済サービスの導入を以下の流れで行います。

詳細はお取り 引き のある金融機関にご相談く ださ い！

電子的決済サービスと は？

紙の手形・ 小切手の代替手段と なる、 イ ンタ ーネッ ト を利用し た決済サービ

スです。 主な電子的決済サービスと し て、 イ ンタ ーネッ ト バンキングによる

振り 込みや、 電子記録債権「 でんさ い」 があり ます。

電子的決済サービスの利用

電子的決済サービス導入の流れ（ 支払い利用）

取引先金融機関へご相談
専門スタ ッ フ の派遣や導入サポート

のサービスを提供し ている金融機関

も ございますので、 金融機関担当者

にお問い合わせく ださ い。

STEP

1

取引先企業へご案内
電子記録債権やイ ンタ ーネッ ト バン

キングによる振り 込みへの切り 替え

を案内し 、 振り 込み先の口座情報等、

必要な情報を確認し ます。

STEP

2

取引金融機関への申し 込み
/ 社内の導入準備

社内の事務手続きや管理手順の見直

し などを行い、 初期設定をし ます。

STEP

3

急増中

さ ら に！


